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データ利活用制度・システム検討会
へのコメント

弁護士 森 亮二
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 こちら↑についてコメントします。



「視点３」について

 視点３はデータ利活用に対する国民の
信頼を確保するうえで、極めて重要。

 「司令塔」であるデジタル庁の政策形成
過程における「透明性」を追求すべき。

 「データ主権」については、実際に重視
すると共に適切な説明を。

 プライバシーに関するデータガバナンス
の重視。
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「視点３」について － 透明性
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日経XTECH 2022年4月15日 「危うしデジタル庁の『オープン・透明』」
2021年9月1日の同庁発足から2022年4月12日までにﾃﾞｼﾞﾀﾙ庁ウェブサイトに掲載された有
識者会議は全47回だったが、一般傍聴が可能な公開会議はゼロであることを問題視



「視点３」について － 透明性
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読売新聞オンライン2024年4月24日
「デジタル庁の「デジタル認証アプリ」迷走…オ
ンライン利用履歴、政府に集中するリスク」



「視点３」について － データ主権
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読売新聞 2025年3月15日 解説 J-LIS前理事長吉本和彦氏に聞く」
ガバクラが事実上AWSの一択になっていることの問題



 プライバシーに関するデータガバナンスを重
視していただきたい。

 プライバシーに関するデータガバナンスを通
じて、信頼性確保を達成することは極めて重
要でありながら、その達成は容易ではない。

 個人情報の利活用と保護は（著作権等とは
異なり）、事業者と消費者の利害がはっきり
分かれるところ。

 政策形成において、ぜひとも消費者側の意
見をしっかり聞いていただきたい。⇒ たとえ
ば適切な消費者代表の選定（理解できてい
ること、「名ばかり代表」でないこと）。
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「視点３」について － プライバシー



 意識的に消費者側の意見を聞き、採用する、ある種
の「補正」が必要ではないか。
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「視点３」について － プライバシー

 採用（左上）と合計（右下）のグ
ラフ。青が行政人材、水色が民
間人材。

 民間人材（兼業も）が多いこと
から、ともすれば企業側の意
見に寄ってしまうのではないか
？

デジタル庁のウェブサイトから



 プライバシーに関するデータガバナンスにお
いては、消費者が自分のデータの状況につ
いて知ることができ、自分のデータについて
取得や利用の停止（オプトアウト）を求めるこ
とができることが重要。

 取得・利用型のプライバシー侵害に関する裁
判所の判断においては、
 取得・利用の態様を考慮するものが複数見

受けられるため、
 取得・利用の停止の権利・機会を確保してお

くことは、取得・利用の態様として望ましいも
のとして、

 プライバシー侵害に係る請求を認容されるリ
スクを減少させ、結果として、取得・利用をす
る事業者等が差止請求、損害賠償請求を受
けることを防ぐ機能もある。
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「視点３」について － プライバシー



「データ利活用を促す仕組みの整備」について

 リスクに応じたデータガバナンスの確保について、データ保護と知財を同列
に論じていることはお書きのとおり。両者には「保護と利活用のバランス」とい
う共通の課題がある。

 しかしながら、両者の権利者ベースには大きな違いがある。著作権の権利者
は様々であり、情報・発信力のある主体（マスメディアを含む）も含まれ、権利
制限に対しては敏感に反応する。これに対して、プライバシーの権利者は情
報も発信力もない一般市民。権利が制限されそうになっても、理解度は低く、
反応は薄い。
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「整合性」の確保について

 著作権法の規制緩和（権利制限規定の追加、たとえばフェアユース条項の追
加）は極めて困難であるのに対して、個情法の規制緩和は簡単にできる。ま
た、個情委も利活用に配慮した提案をしている。

 個情法における保護と利活用のバランスについては、世間の声に影響されに
くい個情委の専門的判断を尊重することが適当ではないか。⇒ 【1ポツ】本人
関与の統制の緩和と【3ポツ】規律遵守の実効性は一体のパッケージで！
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個情委が利活用に十分配慮した提案をしていること
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個人情報保護委員会「個人情報保護法のい
わゆる３年ごと見直しの検討の充実に向け
た視点（参考４）現行制度の基本的前提に係
る再検討にあたっての視点の例 」R6/10/16

それに対する森の意見
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 さきほどの昨年10月のものからより具体化された個情委提案。表現は本年3

月5日付「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」1頁（箇
条書きにして一部注を外して、太字・着色しています。）

 統計・機械学習目的の提供・取得の規制緩和を提案するもの（※統計作成
等と整理できるAI開発を含む）。

• 統計情報等の作成（※）のために複数の事業者が持つデータを共有し横断
的に解析するニーズが高まっていること、

• 特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成や利用はこれに
よって個人の権利利益を侵害するおそれが少ないものであることから、

• このような統計情報等の作成にのみ利用されることが担保されていること等を
条件に、

• 本人同意なき個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人
情報の取得を可能としてはどうか

個情委が利活用に十分配慮した提案をしていること
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現行法

統計化等

同意不要
統計化等

同意必要

同意必要
• 現行法でも、委託提供で

統計化してもらうことは同
意なく可能だが、データ
突合する場合は同意必
要

• 要配慮個人情報の取得
についても同意必要

第三者提供

第三者提供
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改正提案

統計化等

同意不要
統計化等

同意不要

同意不要• 提供元・提供先の一定事
項の公表等一定の条件
あり。

• 要配慮個人情報の取得
についても同意不要に

第三者提供

第三者提供



個情委が利活用に十分配慮した提案をしていること
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個人情報保護委員会「個人情報保護法のい
わゆる３年ごと見直しの検討の充実に向け
た視点（参考４）現行制度の基本的前提に係
る再検討にあたっての視点の例 」R6/10/16

昨年10月の提案
に対する森の意見
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第２回データ利活用制度・システム検討会 高木浩光氏提出意見48頁

森
森

高木

森

高木
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私が「反発」しているのは、ここに「」で引用されているとおり「本人関与は単なる手段」と
する主張であって、「本人の関与による規律に限界があるとする主張」ではありません。

【1ポツ】開示・訂正・利用停止請求は、「手段的利益」ではなく、「本質的利益」「それ自
体が重要な利益」と考えるべき。
【3ポツ】「本人の関与による規律に限界がある」ことはそのとおりであり、権利利益の保

護のための個情委による介入が必要（パターナリスティックな介入は消費者保護の基
本）。ちなみにそれは、「データ品質の原則」に基づくものに限られない。

第２回データ利活用制度・システム検討会 高木浩光氏提出意見48頁

森

森

高木
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【1ポツ】取得して突合した後・統計化前にに漏えい・目的外利用、提供を受けて突合し
た後・統計化前に（以下略）、等のリスクを当然に評価すべき⇒漏えいや目的外利用
を防止するマネジメントシステムを要求した方がいい。

【2ポツ】

統計化してしまえばもちろん何のリスクもないが、プロファイリング（生成）後統計化前
のリスクを考えるべき。

第２回データ利活用制度・システム検討会 高木浩光氏提出意見48頁

森

高木

高木
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【2ポツ】

「評価に基づく決定」がなければリスクがない、とはいえない。「情報の生成」により、通
常は知られたくないことを知られること自体が重要なリスク。

第２回データ利活用制度・システム検討会 高木浩光氏提出意見48頁

森

高木

高木



 今日では、自分のデータがどう取り扱われるかに
よって、自分の見聞するものは変わってくる。それ
はディスプレイの中だけではなくて、オフラインでも
そうなりつつある（教育、医療等）。

 自分のデータについて決める（データ的自己決定）
ことは、自分の人生について決める（自己決定その
もの）ことと同じになりつつある。

 消費者の選択を重視することは、①消費者の脆弱
性を認めること、②後見的観点からの当局の介入
が要請されること、のいずれにも矛盾しない。

 後見的介入は、不適正利用や不適正取得の場面
のみならず、消費者による選択の「実効化」の観点
からも、求められる（e.g.ダークパターン対策等）。
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消費者の選択を重視するプライバシーガバナンスを

話はプライバシーガバナンスに戻ります。

あくまでも原則論。例外として選択
が認められない場合（公益性高い、
性質上認めにくい）はある。
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ご清聴ありがとうございました。


